
 

 



 

 

 

はじめに 

 

皆さんは、「協働」という言葉を聞いたことがありますか？また、「協働」と

いうことを意識して何かに取り組んだことはありませんか？ 

たとえば、『自分一人では解決できない問題を、誰かと力を合わせ行うこと 

によって解決することができ、より大きな成果が上げられた。』という経験が

誰にもあるのではないでしょうか。そうです、それが「協働」です。 

つまり、助け合ったり、補い合ったり、力を合わせたりしながら、共通の 

目的のために取り組むことを「協働」といいます。 

今、私たちが住んでいる地域や身の周りには、様々な課題が発生しています。 

それを解決するために、市民、自治会やボランティア団体・ＮＰＯ、学校や

大学、企業、行政など地域社会を構成する人たちが当事者となって、手を携え、

自らのまちをより良いものにしていくことが大切になってきます。 

ぜひ皆さん、まずは、活動の様子を見たり、話を聞いてみたりすることから

始めてみませんか。 

この協働ハンドブックは、「協働」の第一歩という視点から、基本的な事項に

重点を置き、まだ「協働」について知らない方や、これから「協働」の取組を

始めようと思われている方に役立つものとなるよう内容をまとめています。 

皆さんに「協働」という手法や考え方をご理解いただき、本市の協働のまち

づくりにご活用いただけたら幸いです。 

 

 

 平成３０年５月 

 

                     甲府市市民部協働推進課 
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◇利用にあたって 
 

このハンドブックの利用にあたって３つの確認事項 

 

 １ 甲府市とパートナーとの協働 

    

 

 ２ パートナーとは 

    

 

 ３ 市民活動団体とは 

    

  

協働には、行政と市民活動団体、行政と大学、市民活動団体と

企業、個人と個人など色々な形がありますが、このハンドブック

では、甲府市とパートナーとの協働を対象とした協働の進め方を

中心にまとめています。 

 

甲府市が協働する相手は、個人、団体いずれの場合もあります

が、このハンドブックでは、市民活動団体、教育機関、事業者な

どの団体をパートナーと呼んでいます。 

 

 

 営利を目的としない社会貢献活動を、自発的、自主的に継続し

て行う団体をいいます。 

 具体的には、自治会、自治会連合会、ボランティア団体・ 

ＮＰＯ、各種任意団体などがあります。 
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  協働の基本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここでは、「協働ってなに？」を 

はじめとして、協働の必要性、効果 

などについてまとめています。 
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Ａ１ 
協働とは、市民や市内で活動している様々な団体、企業、甲府市など、異な

る立場の人たちが、それぞれの得意分野をいかし、地域課題を解決するため、

力を合わせて、まちづくりを進めていくことです。 

 

 

 

《協働のイメージ図》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで協力して、まちづくりを進めましょう！ 

 

  

Ｑ１ 協働ってなに？ 

  

協働の 

パートナー 

 

市民・市民活動団体・ 

教育機関・事業者 

など 

甲府市 
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Ａ２ 
少子高齢化などで、地域課題が多様化・複雑化しているため、甲府市だけ、

または市民だけで課題を解決していくことが難しくなっています。そこで、それ

ぞれの強みをいかした協働の取組が必要となってきました。 

また、それぞれが得意分野をいかすことで生まれる相乗効果によって、より

良いまちづくりを実現していくことができます。 

 

 

▶きめ細かな公共サービスが受けられる 

お互いの特性や得意分野をいかすことで、事業が効率的かつ効果的に実

施できるようになり、地域のニーズに応じた、きめ細やかで柔軟な公共サ

ービスが受けられるようになります。 

 

▶市民主体のまちづくりが進められる 

市民や市民活動団体などが、地域での公益的な活動を主体的に担ってい

くことにより、地域づくりの輪が広がり、市民主体のまちづくりが進めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 《ポイント》 

『協働は目的ではなく手段』 
 

協働は、それ自体が目的ではなく、目指す目的を達成するための手 

法の一つです。 

協働を考える際には、誰と協働するのか、協働することで何を実現 

させたいのか、よく考えましょう。そのうえで、お互いの長所をいか 

しながら、お互いを補い合うような連携と役割分担を図ることが重要 

です。 

 

 

  

Ｑ２ なぜ協働が必要なの？その効果は？ 
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Ａ３ 
協働には、５つの原則があります。 

協働を進めていくためには、この原則をお互いに理解し、それを常に意識

することが重要になります。 

 

 

①相互理解の原則 

相手の立場や得意とする分野などを理解し、認め合い、尊重すること。 

 

②目的共有の原則 

解決すべき課題が何かなど、協働する目的を明確にし、共有すること。 

 

③対等の原則 

お互いの役割を定めるなかで、取組において対等な関係を築くこと。 

 

④自主性及び自立性尊重の原則 

お互いに依存することなく、必要以上に干渉を行わず、自主性及び自立

性を尊重して行動すること。 

 

⑤公開の原則 

常にお互いの関係と協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。 

 

 

 

 
  

Ｑ３ 協働を進めるうえでの原則は？ 
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Ａ４ 
協働を行うために、お互いが持っている知識や経験、専門性などを効果的か

つ効率的に活用することにより、単独で実施するよりも、市民サービスの向上

が図られる事業です。 

甲府市では、性質上の視点と、効果の視点から検討し、実施すべき事業か、

総合的に判断します。 

 

 

▶性質上の視点 

事業の分類 具体例 

きめ細やかで柔軟な対応が求められ

る事業 

子育て支援、高齢者支援、障がい者（身体・知

的・精神など）支援等 

専門性・先駆性が求められる事業 
健康相談、健康づくり、文化芸術、生涯学習、

これまで取り組んだことがない新たな事業等 

広く市民が参加することが求められ

る事業 
環境美化、イベント・祭り開催、講演会開催等 

地域の実情に合わせて実施すること

が必要な事業 

防災・災害救援活動、防犯・地域安全対策活動、

交通安全対策、ごみ減量化、青少年健全育成等 

 

▶効果の視点 

 ・市民のニーズ（解決すべき地域課題）はあるか。 

 ・協働により課題を解決することについて効果が見込めるか。 

 ・協働により市民活動団体の特性がいかせるか。 

 

  

Ｑ４ 協働に適した事業は？ 
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Ａ５ 
協働の領域として、公共サービスの提供には、パートナーが主体的に担うもの、

甲府市が主体的に担うもの、パートナーと甲府市が協力して担うものがあります。  
 

 

 
 

※協働事業を実施するにあたっては、お互いの役割分担と責任を明確に 

考える必要があります。 

  

Ｑ５ 協働に適した領域は？ 
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したうえで、より効率的に事業を進め、大きな効果を上げられるかを 
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協働を進めるためには 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここでは、協働の進め方や相談窓口 

についてまとめています。 
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Ａ６ 
協働を進めるうえでは、目的の確認やパートナー、役割分担の決定などの過

程が大切となります。それぞれの事業内容によって工夫が必要ですが、甲府市

がパートナーと協働して課題に取り組む場合の基本的な流れは次のとおりで

す。 

 

《ステップ１》 協働事業の検討 

 

 
《ステップ２》 協働形態の検討 

 

 
《ステップ３》 パートナーの検討 

 

 

《ステップ４》 協働事業の実施 

 

 

 

《ステップ５》 協働事業の評価・改善 

 
 

  

Ｑ６ 協働事業はどのように進めるの？ 

協働により事業を行うことが適切か、その効果等を検討し、事業の

目的・目標を設定します。 

 

事業が効率的かつ効果的に実施できる協働形態を選択します。 

事業の内容に合わせ、特性を十分に発揮できるパートナーを決定し、

情報の共有化を図ります。 

 

協働事業を円滑に進めるために、お互いの特性を理解し、役割を明

確にして事業を進めます。 

 

役割分担により、お互いの特性が発揮されたか、事業の目的・目標

が達成できたかなど、事業をお互いに評価し、次の協働事業に向けて

改善を図ります。 
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Ａ７ 
協働に関するご相談は、協働推進課ＴＥＬ055-237-5274にお問い合わ

せください。 

 

また、甲府市ボランティアセンターでは、ボランティア活動等の拠点施設とし

て、各種のサポートを行っています。ボランティアやＮＰＯに関するご相談は、お

気軽にお問い合わせください。 

 

▶ボランティアセンターが行っている主な業務 

・相談の受付、コーディネート（活動の紹介や調整） 

・情報の収集、情報の提供 

・講座、体験学習、交流会の開催 

・活動場所の提供、機材などの貸出 

・ボランティア保険の受付 など 

 
 ※ボランティアセンターに登録することにより、ボランティアビューローや

公民館が無料で利用できます。 

 

 

 
【ボランティアビューローの様子】 

  

Ｑ７ 協働で困ったとき相談できるところは？ 



 

12 

 

【案 内 図】 

 
〔徒歩〕甲府駅南口から徒歩１５分 

〔バス〕「甲府市自治研修センター南」から徒歩２分 

 

▶甲府市ボランティアセンター 

所在地 甲府市相生二丁目１７番１号 

           甲府市役所南庁舎 １号館２階 

ＴＥＬ ０５５-２２３-１０６１ 

開所時間 月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

            （祝日・年末年始を除く） 

Ｅ-mail     k-vc@kofu-syakyo.or.jp 

フェイスブック https://www.facebook.com/kofu.vc/  

 

  

《協働通信》 
 

甲府市では、「甲府市協働のまちづくり推進行動計画」に基づき、 

協働に対する意識の醸成や、意見交換・交流の場の創出、各種の制度 

づくりなど、協働を進めるための基盤づくりに取り組んでいます。 

 

  

至　甲府駅

至　甲府南ＩＣ

甲府市ボランティアセンター
（甲府市役所南庁舎）

甲府市役所

本庁舎

美 術 館 通 り

平

和

通

り

甲府市自治研修

センター東

相生歩道橋

一

方

通

行

一 方 通 行

mailto:k-vc@kofu-syakyo.or.jp
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協働事例 
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▶甲府市総合防災訓練 

 市民の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、毎年 8 月の最

終日曜日に主会場訓練と地区会場訓練を実施しています。 

                  （自治会連合会と市の共催） 

 

 

▶水源林植樹の集い 

水道水源保護地域において、貴重な財産である水源林を未来へ継承する

ため、市民との協働による水源林づくりとして「水源林植樹の集い」を実

施しています。           （自治会連合会等と市の共催） 

 

 

  

甲府市では次の事業が協働で行われています。 

事例 ① 共催による協働 
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▶こうふ開府５００年記念事業 

2019 年に、こうふ開府５００年という記念すべき年を迎えるにあた

り、甲府のもつ重層的で多様な歴史・伝統・文化を再認識するとともに、

先人への感謝の心を祝意をもって表し、甲府愛の醸成と夢と希望にあふれ

た新たな甲府市の創造につながる記念事業を実施しています。 

（多様な関係団体と実行委員会を構成） 

 

 

【リレーフォーラム 2017 の様子】 

  

 

【私の地域・歴史探訪事業の様子】 

  

 

  

事例 ② 実行委員会による協働 
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▶成人の日のつどい記念事業 

新成人の門出を祝うとともに、成人としての誇りと自覚を促し、社会的

連帯感の高揚及び資質の向上を目的に記念事業を実施しています。 

（新成人等と実行委員会を構成） 

 

 

 

 

▶甲府大好きまつり 

市制施行百周年を記念して始まり、市民が誇りに思う祭りとしての定着

を図るとともに、祭りを通じて郷土愛を醸成し、多くの参加者、来場者が

楽しめる市民祭りとして実施しています。 

（市民、各種団体等と実行委員会を構成） 
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▶地域防災力の強化 

全自治会を対象に平成２９年度から３０年度にかけて、地域の特性に応

じた防災研修会を開催するとともに、地域の要望に応じて、初期消火など

の実動訓練を実施し、災害に強いまちづくりに取り組んでいます。 

                     （各自治会の事業協力） 

 

 

 

 

 

 

  

事例 ③ 事業協力による協働 
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▶認知症支援ボランティアの育成 

認知症の人が地域で安心して生活していくことができるよう、地域の支

え合いを最大限にいかし、認知症の人や高齢者を支え合う福祉制度につい

て学ぶ講座を開催しています。講座の受講により、地域で認知症に関する

知識やスキルを活用したボランティアとして活躍できる人材の育成を図

っています。             （市民、事業者の事業協力） 
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▶放課後子供教室 

 児童が安全に学び体験できる放課後の居場所づくりを進めるため、地域

住民等の協力を得ながら、学校施設や学校近隣施設を活用して体験活動や

学習活動を行っています。          （各種団体への委託） 

 

 
 

 

 

 

▶後援事業 

 各主体が行う公益性のある事業に対して、主催する主体を支援していま

す。                  （市民活動団体への後援） 

             

事例 ④ 委託による協働 

 

事例 ⑤ 後援・協賛による協働 
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▶まちづくり計画推進事業 

 各地区で定めた将来像を実現するため、防災・防犯対策、環境美化対策

及び健康づくりなどのまちづくり事業を実施しています。 

                    （市民活動団体への補助） 

 

 

 

 

 

 

 

▶行政評価の実施 

第三者の視点からの評価及び意見を聴取することにより、行政評価の客

観性と透明性を高めることを目的に、外部評価を実施しています。 

（市民等の参画） 

                         

 

事例 ⑥ 補助による協働 

 

事例 ⑦ 政策形成過程への参画による協働 
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